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令和５年（２０２３年）９月２６日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 
（別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び天草広域本部土木部に
おいて縦覧に供する。） 
 

 
熊本県告示第７２４号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第
５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定により土砂災害警戒区域及び土砂災害特別
警戒区域を次のとおり指定するので、同法第７条第４項及び第９条第４項の規定により公
示する。 

令和５年（２０２３年）９月２６日 
熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 
（別図は省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び天草広域本部土木部に
おいて縦覧に供する。） 

 
 
 
 
 
熊本県公告第６０４号 
 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１項の
規定により次のとおり農用地利用集積等促進計画を認可したので、同条第７項の規定によ
り公告する。 
  令和５年（２０２３年）９月２６日 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 農用地利用集積等促進計画の概要 

賃借権の設定等を受ける者 
賃借権の設定等を受ける土地 

氏名又は名称 住 所 

農事組合法人お

こば 

人吉市大畑麓町長谷

川内 

人吉市大畑麓町字掛橋３３８５番ほか１筆

農事組合法人戸

越原野組合 

人吉市下戸越町 人吉市下戸越町字浜ノ尻６４番１ほか２筆

恒松 大樹 人吉市大畑麓町 人吉市大畑麓町字開田４３９７番１ほか７

筆 

宮田 大 八代市鏡町下有佐 八代市昭和同仁町字養正３３８番２３３ 

合同会社田副農

園 

八代市鏡町両出 八代市日奈久新開町字大井手西割６０番３

７ほか２筆 

仮屋 裕一 八代市上片町 八代市植柳下町字湫１４１７番１ほか２筆

寺本 和男 八代市鏡町下村 八代市鏡町下村字八反田１３３０番１ 

長濵 育子 天草郡苓北町坂瀬川 天草郡苓北町坂瀬川字亀ノ平１８３４番４

ほか２筆 

長濵 育子 天草郡苓北町坂瀬川 天草郡苓北町坂瀬川字鹿笛１７８１番３ほ

か２筆 
２ 認可年月日 
  令和５年（２０２３年）９月１５日 

 

 公  告 
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熊本県公告第６０５号 
 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定により令和５年度（２０
２３年度）砂利採取業務主任者試験を次のとおり行うので、砂利採取業者の登録等に関す
る規則（昭和４３年通商産業省令第８０号）第８条の規定により公告する。 
  令和５年（２０２３年）９月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 試験を実施する日時 

令和５年（２０２３年）１１月１０日（金） 
午前１０時から正午まで 

２ 試験を実施する場所 
熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
熊本県庁行政棟本館９階９０３会議室 

３ 試験の方法及び科目 
試験は筆記試験とし、科目は次のとおりとする。 

(1)  砂利の採取に関する法令 
(2)  砂利の採取に関する技術的事項（基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む｡) 

４ 出題形式 
(1)  法令問題１０問（全問必須問題） 
(2)  技術問題１５問（必須問題７問及び８問のうち３問の受験者選択問題） 

５ 合格基準 
法令問題、技術問題ともそれぞれ１問１０点とし、法令問題、技術問題の合計２００

点満点とし、合格点は、法令問題及び技術問題の合計１３０点以上かつ法令問題及び技
術問題の正解が各々６０点以上とする。 

６ 受験願書の受付期間等 
受付期間は、令和５年（２０２３年）１０月２日（月）から令和５年（２０２３年）

１０月２０日（金）まで（閉庁日を除く。）。受付時間は、午前８時３０分から午後５
時まで（正午から午後１時までを除く。）とする。 

なお、郵送による場合は、令和５年（２０２３年）１０月２０日（金）までの消印が
あるものに限り受け付ける。 

７ 提出書類 
(1)  受験願書 
(2)  写真（縦６ｃｍ×横４ｃｍとし、受験願書提出前６か月以内に撮影した正面上半

身像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものとする。） 
なお、砂利採取業者の登録に関する規則の一部改正に係る経過措置として、令和４
年度（２０２２年度）以前の規定のサイズ（縦６ｃｍ×横５ｃｍ）のものも引き続
き使用可能とする。 

(3)  返信用はがき（その表面に、郵便番号、住所及び氏名を記載したものとする。） 
(4)  受験手数料 

受験願書を提出するときに、熊本県収入証紙により８，１００円を納付すること。 
(5)  提出書類確認表 

８ 受験願書の請求先及び提出先 
熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
熊本県商工労働部産業振興局エネルギー政策課資源班 
電話 ０９６－３３３－２３２２ 

９ 合格者の発表 
令和５年（２０２３年）１１月３０日（木）（予定） 
合格者受験番号は、熊本県公報に登載するとともに、県庁ホームページ及び熊本県庁

行政棟本館１階ロビー掲示板に掲載する。 
10 その他 

(1)  県で受理した手数料は、いかなる理由があっても返還できない。 
(2)  天災その他特別の事由により実施日時、場所等を変更することがある。 
 

 
熊本県公告第６０６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  令和５年（２０２３年）９月２６日 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

合志市野々島字笹原５４９０番１ 
３，２７２．３２平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
熊本市中央区水前寺一丁目２２番１８号 
株式会社タウン開発 
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熊本県公立大学法人評価委員会公告第４号 
 令和５年度（２０２３年度）第４回熊本県公立大学法人評価委員会を次のとおり開催す
る。 
  令和５年（２０２３年）９月２６日 

熊本県公立大学法人評価委員会 委員長 猪 股 裕 紀 洋 
１ 開催日時 

令和５年（２０２３年）１０月２３日（月） 
午前１０時から正午まで（終了時間は予定） 

２ 開催場所 
熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
熊本県庁行政棟本館５階 審議会室 

３ 議題 
・第４期中期目標（案）について 
・地方独立行政法人法の改正について 

４ 傍聴者の定員 
５人 

５ 傍聴手続 
（１） 傍聴希望者は、当該会議の会場において受付のうえ、事務局の指示に従い、会

議の会場に入ることができる。 
（２） 会議の傍聴の受付は、会議の開催予定時刻の３０分前から行い、傍聴者の定員

を満たした時点又は会議開催予定時刻になった時点で終了する。 
（３） 傍聴者の決定は、受付先着順とする。ただし、受付開始時点で既に定員を超え

る希望者があった場合は、抽選により傍聴者を決定する。 
６ 問合せ先 

熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号 
熊本県総務部総務私学局県政情報文書課（電話０９６－３３３－２０６１） 

 登載依頼 




